
別　紙
障害者支援施設　ローゼンヴィラ藤原　　【児童発達支援】

令和8年6月1日

金　額

昼食　５８１円

食事会 ﾒﾆｭｰに応じた追加料金

行事食 ﾒﾆｭｰに応じた追加料金

１枚　１０円

１件３００円

１件７００円

複写物交付サービス

①障害児通所給付費の給付対象となるサービス

各種証明書交付サービス

在籍証明書や利用証明書など、施設が証明可能な書類等が必要な場合に、
ご相談ください。

②障害児通所給付費の給付対象外のサービス

上記以外の施設が証明可能な書類等が必要な場合にご相談ください。
（自動車税減免申請書や支払証明書等）

特別メニュー

内　　　　　容

季節感を盛り込んだお食事を提供いたします。

施設内行事にて、行事にちなんだ食事を提供いたします。

サービス利用料金表

障害児通所給付費の給付額を除いた金額（日額）を、当該利用月の利用日数分お支払いいただきます。ただし「通所受給者証」に記
載されている「利用者負担上限月額」が当該利用月の上限額となります。なお、障害児通所給付費の給付対象となるサービスの詳細
は、サービス利用料金表の別紙「障害児通所給付費の対象となるサービスの内訳」をご覧ください。

施設で召し上がったお食事の代金をお支払いいただきます。食　　　　費

サービスの種類

施設の資料、その他書類等を複写する場合、施設の複写機をご利用いただけ
ます。複写物や複写枚数によっては対応できない場合もありますので、ご相
談ください。

障害者支援施設　ローゼンヴィラ藤原



サービス利用料金表の別紙
障害者支援施設　ローゼンヴィラ藤原　　【児童発達支援】

令和8年6月１日

サービスの種類 金　額

１日あたりの利用料金
　（定員5～7名）

2，３２５円/日

利用者負担上限管理 １６４円

ご家庭を訪問し所要時間１時間以上の
場合 328円

ご家庭を訪問し所要時間1時間未満の
場合 219円

事業所内で直接行った場合 110円

オンラインで行った場合 88円

事業所内で直接行った場合 88円

オンラインで行った場合 66円

子育てサポート加算 88円

専門的支援実施加算 164円

個別サポート加算（Ⅱ） 164円

連携して個別支援計画を作成した場合 273円

保育所や学校と情報連携を行った場合 219円

児童相談所や医療機関と情報連携を
行った場合 164円

就職先の学校や企業と連絡調整を行っ
た場合 200円

中核となる事業所として情報連携を行っ
た場合 546円

会議等に参加し情報連携を行った 164円

保育・教育等移行支援加算 ５４６円

送迎加算 ４１円

欠席時の支援 １０３円

（児童発達支援）

送迎をご利用した場合に右記の料金をお支払いいただきます。

１日のご利用につき、右記の金額をお支払いいただきます。

地域において保育・教育が受けれるように、移行先や関係機関と協議や支援に取り組んだ場合また
は、通所支援事業所を退所した後に自宅や移行先を訪問し支援をした場合、右記の料金をお支払いい
ただきます。

事業所間連携加算
セルフプランで複数の事業所をご利用されている場合、事業所間の連携
を図る為の会議の開催や、事業所間の情報連携を行った場合、1月につ
き１回を限度として右記の料金をお支払いいただきます。

職員がご利用や生活等について個別の相談援助等を行った場合は、1月
につき４回を限度として右記の金額をお支払いいただきます。

家族支援加算（Ⅰ）

障害児通所給付費の対象となるサービスの内訳（個別の利用状況）

個別の利用状況等により、金額が設定されています。

内　　　　容

利用を予定していた日に、急病等によりお休みされた場合、職員がご利用についての連絡調整を行う
とともに、引き続きご利用を頂くよう相談援助等を行った場合、1月につき4回を限度として右記の金
額をお支払いいただきます。（定員充足率によっては１月につき８回を限度とする）

① 当事業所が管理を行っている方で、当事業所と他事業所をご利用された場合
② 当事業所が管理を行っている方で、当事業所のご利用が無く他の事業所をご利用された場合
①②に該当された場合、右記の金額をお支払いいただきます。

保育所等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合や、就学前の児
童等について、就学等に関する相談援助及び学校等との連絡調整を行っ
た場合に1月につき１回を限度として右記の料金をお支払いいただきま
す。

関係機関連携加算

一定の要件のもと関係機関と連絡調整を行いながら支援を行った場合、右記の料金をお支払いいただ
きます。

職員がご利用や生活等についてグループでの相談援助等を行った場合
は、1月につき４回を限度として右記の金額をお支払いいただきます。

ご家族に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、ご利用児童の特性や、特性を踏まえたこど
もへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合、1月につき４回を限度として右記の金額をお支
払いいただきます。

理学療法士、作業療法士、一定の経験がある保育士や児童指導員等により、専門的な支援を個別・集
中的な支援を実施計画書に基づいて行った場合、1月につき6回を限度に右記の金額をお支払いいただ
きます。

家族支援加算（Ⅱ）



サービス利用料金表の別紙
障害者支援施設　ローゼンヴィラ藤原　　【児童発達支援】

令和8年6月１日

加算の種類 該当する加算 金　額

17円/日

11円/日

該当します 7円/日

（イ）　総単位数の
15.2%

該当します
（ロ）　総単位数の

15.8%

（イ）　総単位数の
14.9%

（ロ）　総単位数の
15.5%

総単位数の
13.9%

総単位数の
11.7％

介護職員等処遇改善加算
加算（Ⅱ）　介護職員等に対し、加算（Ⅱ）に求められるキャリアパス要件及び

職場環境等要件を満たし処遇改善を行っている場合

障害児通所給付費の給付対象となるサービスの内訳（施設の体制）

施設の体制等により、金額が設定されています。

（児童発達支援）

福祉専門職員配置等加算

生活支援員として配置されている職員の割合が7.5割以上。または生活支援員と
して常勤で配置されている職員のうち、３年以上従事している職員の割合が３割
以上の場合。

常勤で配置されている「生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員）」のう
ち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である職員の割合
が2.5割以上の場合。

加算（Ⅲ）　介護職員等に対し、加算（Ⅲ）に求められるキャリアパス要件及び
職場環境等要件を満たし処遇改善を行っている場合

常勤で配置されている「生活支援員（ｹｱｽﾀｯﾌ・看護師・機能訓練指導員）」のう
ち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師である職員の割合
が３.5割以上の場合。

※厚生労働省令に基づき、施設の定員に応じて金額が設定されております。

（※1）研修の実施、介護福祉士等の配置、賃金体系の整備、業務改善の取り組み等、（Ⅰ）～（Ⅳ）の加算ごとに定められた
           要件。加算ごとに要件が異なります。

　

加算（Ⅳ）　介護職員等に対し、加算（Ⅳ）に求められるキャリアパス要件及び
職場環境等要件を満たし処遇改善を行っている場合

内　　　　容

加算（Ⅰ）　介護職員等に対し、加算（Ⅰ）に求められるキャリアパス要件及び
職場環境等要件を満たし処遇改善を行っている場合


